		
特定健診当日等の特定保健指導
令和７年度は
26実施機関に
登録いただきました


初回面接実施のご案内

横浜市の特定保健指導では、特定健診当日等（特定健診当日、結果説明時又は結果送付後）の特定保健指導の初回面接の実施を可能としています。
是非、特定健診当日等の特定保健指導の実施について、ご検討をお願いします！

特定健診当日、結果説明時又は結果送付後等の特定保健指導とは・・・
特定健診実施機関で毎月の利用券発送前に、特定健診結果に基づいて実施する特定保健指導です。実施には、費用の請求方法が電子媒体請求またはオンライン請求であることが必要です。

実施のメリット
· 初回面談実施率が高く、中断率が低い
· 利用者が利用券等の必要書類を持参し忘れるリスクがない
· 長期間にわたり継続して利用いただくことで、かかりつけの医療機関となる可能性がある
· 利用者を確実に獲得できる

実施方法
① 初回面談（特定健診当日、結果説明時又は結果送付後）
健診結果が揃った後、利用者に「特定保健指導利用申込書」を記載いただきます。以降、通常の特定保健指導と同様に初回面談を実施します。
② 実施報告
毎月５日までに、前月分の「特定健診当日等特定保健指導初回面接実施報告書」を作成し、利用申込書（写し）とあわせて横浜市に提出します。
③ 費用請求
実施報告書に基づき、横浜市から実施機関へ利用券を直接送付しますので、原則、受領してから翌月５日までに、神奈川県国保連合会へ特定保健指導結果の提出及び費用請求を行います。
　　※実施方法の詳細は、特定保健指導実施の手引きをご覧ください。
